
 

【導入】 
私は、中高時代の六年間、通学電車で痴漢に遭い続けていました。 
その数、合計30回以上…。 
毎日のように、どうしてこんな目に合わなくてはならないのか、と、やりきれない気持ちに

苦しみました。 
 
あの時の加害者が、まだたくさんの被害者を生んでいるかもしれないという事実に、強い憤

りを覚えます。 
 
本弁論では、「魂の殺人」と呼ばれる性犯罪の中でも、最も身近に潜む痴漢の現状と、その

解決策について訴えます。 
 
 
【現状】 
痴漢とは、同意なく衣服の上から、または直接体を触るなどの行為の総称です。 
痴漢は年間4500件起きており、その半数は電車内で発生しています。 
それ以外にも、家に帰るまでの道。食事や会話を楽しむお店の中。 
私たちの日常に、痴漢は存在しているのです。 
 
そんな身近な性犯罪、痴漢。 
この犯罪を減らしていくためには、何ができるでしょうか。 
まず最初に考えられるのは、痴漢の現行犯逮捕です。 
痴漢は、発生した後に、証拠や目撃証言を探し出すのがとても困難です。 
そのため被害者は、痴漢に遭ったその時に声を上げ、通報しなくてはなりません。 
 
しかし、この行為は実際には困難を極めるものです。 
 
被害者に対するアンケートによれば、痴漢に遭った時、恐怖を感じて体が固まり、何もでき

なかったと答えた被害者はなんと6割。 
 
私が痴漢に遭った時も、身動きの取れない満員電車の中、何度も何度も加害者の位置を確認

して声を上げるなど、多大な労力を要しました。 
声を上げることには抵抗を感じない私ですら、このような負担を感じたのに、恐怖で身動き

が取れなくなった被害者にとって、声をあげることがどれだけ大きな負担なのかは想像に難

くありません。 
 
また周囲の人も、事件に巻き込まれるのが怖い、冤罪かもしれないので不安といった理由か

ら、６割もの人が、痴漢被害を見ても被害者を助けることができないのです。 
つまり、被害者が声をあげる、もしくは周りの人が通報して、犯人を現行犯逮捕するという

方向性は、それぞれの心理的な負担を考えると限界があるのです。 
 
では、これ以上どのようにして痴漢を減らしていくのか。 
ここで私は、痴漢の「再犯率の高さ」に注目しました。 
痴漢により捕まる人は、年間約4000人。 
このうち85%にもあたる人が、以前にも痴漢を行ったことのある、痴漢の再犯者でした。 
つまり、痴漢の多くが、再犯者によってなされていることが分かります。 



 

この、再犯者を減らしていくことによって、痴漢犯罪全体を減らしていくことにつながるの

です。 
 
もちろん政府も、再犯の防止に焦点をあてた対策を行っています。 
それは、「性犯罪再犯防止指導」と呼ばれる、再犯防止のためのプログラムです。 
 
痴漢加害者の多くは、痴漢を継続することは正当なことだ、という認知の歪みをもっていま

す。 
このプログラムでは、薬物依存症などの治療にも使われる「認知行動療法」に基づいて、自

分自身の行動や被害者の心情について考えるという活動を刑務所内で行い、認知の歪みを直

していきます。 
実際、この認知行動療法を用いて痴漢加害者への治療を行った際、再犯率0％を達成したと
いうデータがあります。 
つまり、この治療法自体には、認知のゆがみを直す効果があると言えるのです。 
 
（間） 
 
しかし、政府が実施している再犯防止プログラムを受講している加害者は、他の性犯罪を含

めてもわずか年間500人。 
痴漢加害者のほとんどが、このプログラムを受講できていません。 
そのため現在、痴漢の再犯率は85％と高い状態にあるのです。 
 
【問題点】 
今日も痴漢されるかもしれないと憂鬱な気持ちで駅に向かい、痴漢をしそうな人が周囲にい

ないか警戒しながら電車に乗る… 
 
日常をそんな日々に変えてしまう痴漢は、相手の苦しみや辛さを考えず、ただそこにいたと

いうだけの人を被害者にしてしまう、卑劣な犯罪です。 
自分がどう感じるかなど全く想像されることなく、「この人ならやっても声を上げないだろ

う」と標的にされる……被害者にとって、どれほど屈辱的なことでしょうか。 
 
（間） 
 
痴漢にあった時、多くの被害者にとって、恐怖に打ち勝ち、声を上げるのは非常に困難なこ

とです。 
これ以上、被害に遭ったことで精神的なダメージを負っている被害者に、その責任を押し付

けることはできません。　 
だからこそ、85％という高い再犯率に目を向けて、この再犯率を改善する新たな政策が必
要なのです。 
 
 
【理念】 
私の目標。それはたとえ少しずつだとしても、確実に痴漢の被害を減らしていくことです。 
 
そのために今できるのは、繰り返し犯行に及ぶ加害者に、もう二度と痴漢をさせないための

確実な再犯防止の仕組みを作ることです。 



 

 
痴漢は、そのほとんどが再犯者による犯行です。 
何度も犯行を繰り返す加害者を減らすことで、痴漢の発生そのものも、少しずつ減らしてい

くことができます。 
再犯を防ぐ事後策こそ、痴漢そのものを減らす最善の策なのです。 
 
 
【原因】 
それではなぜ、再犯防止プログラムを加害者全員が受けることができないのでしょうか。 
 
そもそも、プログラムを受けるには刑務所に入ることが必要です。 
しかし、多くの痴漢加害者は刑務所に入らない現状があります。 
 
 
理由は大きく二つ。 
一つ目は、起訴猶予となり刑務所に入らない、という事です。　 
起訴猶予とは、初犯であるなど情状酌量の余地がある場合に、起訴を見送ることを指しま

す。 
 
二つ目は、たとえ有罪となっても、罰金刑で済む場合が多いという事です。 
その割合は、有罪になった人の実に8割。 
このように、痴漢加害者の多くは、刑務所に入らないために、プログラムを受けることなく

社会に復帰してしまうのです。 
 
【プラン】 
 
そこで私は２点のプランを提案します。 
１点目は、痴漢などの性犯罪に限定して「条件付き起訴猶予制度」を実施します。 
条件付き起訴猶予制度とは、単に起訴猶予とするのではなく、再犯防止プログラムの受講を

条件に起訴猶予とする制度のことです。国が治療の実施を民間の医療機関に委託し、加害者

の同意と裁判所の許可を得た上で実施します。 
もし、加害者本人が同意しなかったり、プログラムを受講しない場合には、起訴猶予を取り

消し、裁判に移行します。 
この制度は、法務省の法制審議会においても、法律や憲法に反しないことが確認されていま

す。 
 
これにより、起訴に結びつかない人たちも、プログラムの対象にいれることが可能になりま

す。 
 
 
2点目は、有罪判決を受けた人への再犯防止プログラム受講の義務化です。 
有罪判決を受けた加害者については、判決内容自体に1年間の治療を盛り込みます。 
こうすることで、今まで、有罪判決を受けながら、プログラムを受講する対象にならなかっ

た人たちにも、プログラムを受けさせることができます。 
 



 

簡単にまとめると、刑務所に入らない加害者には国が支援をして民間で、刑務所に入る加害

者には刑務所内で再犯防止プログラムを受けさせます。 
以上2点のプランにより、再犯防止プログラムを多くの加害者が受講するようになり、再犯
を防ぐことができるのです。 
 
【締め】 
殺人犯は重罰に課される…これは世間の常識です。 

にも関わらず、「魂の殺人」の犯人は、有効な再犯対策を受けることもなく『野放し』にされ、何度も

同じ過ちを繰り返して被害者を増やし続けています。 

この現状に待ったをかけ、今まで被害に遭った人々、そしてすべての人が、痴漢被害を心配するこ

となく生活できる社会の実現を願って、本弁論を終了させていただきます。 

 
ご清聴、ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 
 


